
　
「
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
暮

ら
せ
、
心
の
支
え
と
な
る
病
院
に
」

の
基
本
理
念
の
も
と
、
安
全
で
質
の

高
い
医
療
と
患
者
本
位
の
満
足
い
く

医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
指
し
、

医
療
・
保
健
・
福
祉
・
介
護
と
の
連

携
を
図
り
、
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
よ
う
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
３
つ
の
基
本
方
針
に

基
づ
き
、
厳
し
い
医
療
環
境
を
克
服

し
、
将
来
に
向
か
っ
て
安
定
し
た
医

療
提
供
が
で
き
る
病
院
を
目
指
し
ま

す
。

方
針

１
数
値
目
標
に
よ
る

経
営
の
効
率
化

　

公
立
病
院
と
し
て
地
域
住
民
に
良

質
の
医
療
を
継
続
的
に
提
供
す
る
た

め
に
は
、
病
院
経
営
の
健
全
性
が
確

保
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
西

城
市
民
病
院
は
昨
年
度
ま
で
3
年
連

続
で
赤
字
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
収

支
の
均
衡
を
図
る
と
と
も
に
、
主
要

な
経
営
指
標
に
つ
い
て
数
値
目
標
を

掲
げ
て
経
営
の
効
率
化
に
努
め
、
平

成
23
年
度
の
経
常
黒
字
化
を
目
標
と

し
ま
す
。

●財務に係る数値目標《表１》

経
営
改
革
へ

３
つ
の
基
本
方
針
方
針

２
地
方
公
営
企
業
法
の

全
部
適
用
へ

　

過
疎
地
域
の
医
療
を
確
保
し
な
が

ら
、
抜
本
的
な
経
営
改
革
と
経
営
責

任
の
明
確
化
を
図
る
た
め
に
、
西
城

市
民
病
院
は
平
成
21
年
度
か
ら
地
方

公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
を
実
施
し

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
経
営
形
態
は
、
全
国

の
多
く
の
病
院
が
採
用
し
て
い
る
地

方
公
営
企
業
法
の
一
部
適
用
で
、
市

長
が
経
営
責
任
者
と
し
て
職
員
の
任

免
を
行
い
、
職
員
給
与
は
一
般
行
政

職
員
と
同
様
に
議
会
議
決
を
経
て
条

例
で
定
め
て
い
ま
し
た
。

　

平
成
21
年
度
か
ら
は
、
地
方
公
営

企
業
法
の
全
部
適
用
へ
移
行
し
、
市

長
が
事
業
管
理
者
を
任
命
し
、
経
営

責
任
の
明
確
化
を
図
り
、
企
業
感
覚

に
よ
る
病
院
経
営
を
行
い
ま
す
。
ま

た
、
市
民
病
院
の
経
営
状
況
な
ど
を

考
慮
す
る
中
で
、
議
会
議
決
は
必
要

と
な
り
ま
す
が
、
地
方
公
営
企
業
と

し
て
の
独
自
の
給
料
表
を
設
け
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
、
人
件
費
の
抜
本

的
な
見
直
し
に
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

一
般
会
計
か
ら
の
財
政
支
援
（
繰

入
金
）
は
表
２
の
と
お
り
、
今
後
も

継
続
し
ま
す
。

　

事
務
局
も
現
在
の
4
人
体
制
に
加

え
、
新
た
に
経
営
感
覚
に
富
ん
だ
人

材
を
登
用
し
、
情
報
公
開
を
基
盤
に

全
職
員
の
経
営
改
革
に
対
す
る
意
識

改
革
を
は
じ
め
、
改
革
の
実
行
と
推

進
に
向
け
た
体
制
を
整
備
し
ま
す
。

方
針

３
地
域
医
療
機
関
と
の

連
携
強
化

　

備
北
二
次
医
療
圏
内
に
お
け
る
他

の
医
療
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
急
性
期
医

療
と
、
※
地
域
包
括
医
療
を
中
心
と

し
た
慢
性
期
医
療
の
す
み
分
け
に
よ

る
機
能
分
担
や
、
遠
隔
医
療
な
ど
に

医
療
連
携
の
強
化
に
努
め
ま
す
。

　

ま
た
、
市
内
の
福
祉
施
設
に
嘱
託

医
を
派
遣
す
る
な
ど
、
連
絡
・
連
携

の
充
実
を
図
り
ま
す
。

※
地
域
包
括
医
療
…
治
療
だ
け
で
な
く
保
健
サ
ー

ビ
ス
、
在
宅
ケ
ア
、
リ
ハ
ビ
リ
，
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ

ス
な
ど
を
包
括
し
た
地
域
ぐ
る
み
の
医
療
提
供
体
制

表
１
の
用
語
解
説

※
１
．
経
常
収
支
比
率
は
、
公
営
企
業
の
当
期
の

経
営
状
況
を
表
す
も
の
で
、
経
常
収
入
を
経
常
費

用
で
除
し
た
比
率
。
１
０
０
％
以
上
で
あ
れ
ば
利

益
を
生
じ
、
１
０
０
％
以
下
で
あ
れ
ば
損
失
を
生

じ
る
も
の
で
す
。

※
２
．
職
員
給
与
費
比
率
は
、
職
員
給
与
費
を
医

業
収
益
で
除
し
た
比
率
。

※
３
．
医
業
収
支
比
率
は
、
医
業
収
益
を
医
業
費

用
で
除
し
た
比
率
。

項　　目 平成 19 年度 目標数値 目標年度

経常収支比率 97.4％ 100％ 平成 23 年度まで

職員給与費比率 56.7％ 56％以内 平成 23 年度まで

病床利用率 76.9％ 89％ 平成 22 年度まで

平均在院日数 33.4 日 24 日以内 平成 23 年度まで

医業収支比率 92.6％ 96％以上 平成 23 年度まで

西
城
市
民
病
院

特
集

地
域
住
民
の
健
康
と
生
命
を
守
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
公
立
病
院
。
近
年
、
国
の
医
療
費
抑
制
政
策
な
ど
に
よ
り
、
多
く
の
公
立

病
院
の
経
営
状
況
が
悪
化
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
医
師
不
足
に
よ
る
診
療
体
制
の
縮
小
や
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
、
地
域
医
療
の
維

持
が
危
機
的
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
西
城
市
民
病
院
も
同
様
な
状
況
に
あ
る
中
、
市
民
病
院
が
将
来
に
わ
た
っ
て
地
域
医
療
を
守
り
、
担
っ

て
い
く
た
め
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
導
入
と
、
学
識
経
験
者
や
市
民
に
よ
る
経
営
改
革
検
討
委
員
会
の
多
面
的
な
検
討
に
よ
り
、
こ
の

た
び
経
営
改
革
プ
ラ
ン
を
策
定
し
ま
し
た
。今
後
、ど
の
よ
う
に
し
て
病
院
経
営
を
改
善
し
て
い
く
の
か
プ
ラ
ン
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

公設公営を堅持し、経営改革 Management of hospital

●一般会計繰入金の推移《表２》

H17 年度実績 H18 年度実績 H19 年度実績 H20 年度計画 → H25 年度計画

1 億 6,884 1 億 5,972 1 億 5,929 １億 4,806 → １億 500

（単位：万円）

※平成 20 年度からの病床数の減少（介護老人保健施設への転換）に伴う地方交付税の削減により、平成 25 年度から一般会計
繰入金が減少します。
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ズ
バ
リ
！
経
営
改
革

プ
ラ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
は

西
城
市
民
病
院
●
定さ
だ

木き 

丈た
け

宜よ
し 

事
務
長

　

今
回
策
定
し
た
経
営
改
革
プ
ラ
ン

は
、
西
城
市
民
病
院
の
大
き
な
方
針
・

方
向
を
示
し
た
も
の
で
、
市
の
ま
ち

づ
く
り
で
言
え
ば
「
長
期
総
合
計
画
」

に
当
た
り
ま
す
。
本
年
度
中
に
、
経

営
責
任
者
と
な
る
新
し
い
事
業
管
理

者
を
任
命
し
、
こ
の
管
理
者
の
も
と
、

平
成
21
年
度
に
は
経
営
改
革
プ
ラ
ン

に
基
づ
く
実
施
計
画
を
策
定
し
、
具

体
的
な
改
革
の
中
身
を
決
め
て
い
き

ま
す
。

　

今
回
の
経
営
改
革
プ
ラ
ン
の
最
大
の

ポ
イ
ン
ト
は
、
地
方
公
営
企
業
法
の

全
部
適
用
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
病

院
内
に
経
営
責
任
者
を
置
き
、
権
限

が
病
院
に
移
る
と
い
う
こ
と
。
人
事

や
経
営
面
に
お
い
て
、
独
自
で
意
思

決
定
が
で
き
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
に
迅

速
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

病
院
に
お
い
て
は
、
責
任
感
が
高
ま

り
、
経
営
責
任
者
と
職
員
の
コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
で
、「
自
分

た
ち
の
職
場
は
、
自
分
た
ち
で
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
職
員
の

意
識
改
革
を
も
た
ら
し
、
サ
ー
ビ
ス

向
上
に
つ
な
が
る
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
病
院
独
自
で
看
護
師
を
随
時

募
集
す
る
こ
と
や
、
病
院
職
員
の
給

料
表
を
設
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

人
件
費
の
抑
制
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
可

能
に
な
り
ま
す
。　

そ
の
他
、
平
成

23
年
度
の
経
常
黒

字
化
を
目
指
す
収

益
目
標
の
詳
細
設

定
や
、
健
診
機
能

の
拡
大
に
よ
る
収

入
増
、
特
に
情
報

公
開
に
よ
る
住
民

参
加
の
基
盤
づ
く

り
な
ど
も
、
経
営

改
革
プ
ラ
ン
の
ポ

イ
ン
ト
に
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

西
城
市
民
病
院
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

（
☎
０
８
２
４

−８
２

−２
６
１
１
）

地
域
住
民
の
役
割
も
大
切

経
営
改
革
検
討
委
員
●
山や
ま

田だ 

憲の
り

子こ

さ
ん

　

私
は
高
町
に
住
ん
で
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
日
ご
ろ
か
ら
家
族
で
西
城
市

民
病
院
を
よ
く
利
用
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
西
城
市
民
病
院
に
隣
接
す

る「
し
あ
わ
せ
館
」で
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

（
介
護
支
援
専
門
員
）
を
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
仕
事
の
上
で
も
多
く
の
関

わ
り
が
あ
り
、
高
齢
化
が
進
む
中
で

西
城
市
民
病
院
が
果
し
て
い
る
役
割

の
大
き
さ
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、「
西
城
市
民
病
院
を

何
と
か
存
続
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
思

い
で
、
経
営
改
革
プ
ラ
ン
検
討
委
員

会
に
公
募
で
参
加
し
ま
し
た
。
実
際

に
経
営
状
況
を
数
字
の
み
で
見
る
と
、

思
っ
た
以
上
に
厳
し
い
現
実
が
あ
る
と

い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
さ
ま

ざ
ま
な
議
論
を
経
て
、
西
城
市
民
病

院
の
方
向
性
が
決
ま
っ
た
こ
と
に
満
足

し
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
大
変
な
の
は
こ
れ
か
ら
で

す
。
西
城
市
民
病
院
が
こ
れ
か
ら
も

存
続
す
る
か
ど
う
か
は
、
こ
れ
か
ら
決

ま
る
事
業
管
理
者
の
手
腕
と
、
現
場

の
職
員
一
人
一
人
の
意
識
改
革
、
経

営
努
力
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。「
西
城

市
民
病
院
が
好
き
で
、
残
し
た
い
」
と

い
う
職
員
の
皆
さ
ん
の
熱
い
思
い
と
実

行
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
患
者
の
皆
さ
ん

を
は
じ
め
市
民
に
伝
わ
り
、
経
営
状

況
も
好
転
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　

高
齢
者
に
と
っ
て
最
大
の
広
報
は
、

口
コ
ミ
で
す
。「
ま
ず
は
西
城
市
民

病
院
へ
行
こ
う
」「
○
○
先
生
の
評
判

が
い
い
よ
」
と
声
を
か
け
あ
う
な
ど
、

私
た
ち
地
域
住
民
の
役
割
も
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
地
で
、
い
つ
ま
で
も
元
気
に
暮

ら
す
に
は
、
地
域
に
密
着
し
た
地
元

の
医
療
機
関
が
か
か
せ
ま
せ
ん
。
地

域
医
療
を
守
る
た
め
に
、
私
た
ち
住

民
自
身
が
、
何
か
で
き
る
こ
と
は
な
い

か
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
住
民
み
ん

な
で
支
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
「
医
師
不
足
」「
医
療
崩
壊
」
な
ど

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
現
在
の
医
療

を
取
り
巻
く
環
境
は
全
国
的
に
非
常

に
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
市

は
医
師
会
な
ど
の
協
力
を
得
な
が
ら

市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
医
療
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

１
．
救
急
医
療
体
制

　

入
院
治
療
を
要
し
な
い
初
期
救
急

医
療
体
制
は
、
在
宅
当
番
医
制
に

よ
っ
て
休
日
で
あ
っ
て
も
救
急
対
応

の
診
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
重
症
救
急

患
者
へ
の
対
応
は
、
庄
原
赤
十
字
病

院
と
西
城
市
民
病
院
が
庄
原
地
域
の

中
核
病
院
と
し
て
役
割
を
担
っ
て
お

り
、
24
時
間
の
診
療
体
制
を
整
え
て

い
ま
す
。

（
概
算
事
業
費
：
３
、５
２
０
万
円
）

２
．
小
児
救
急
医
療
体
制

　

現
在
、
市
内
に
小
児
科
医
は
2
人

と
少
な
い
中
、
休
日
・
夜
間
の
救
急

医
療
体
制
を
庄
原
赤
十
字
病
院
で
実

施
し
て
い
ま
す
。
乳
幼
児
な
ど
の

人
数
は
減
少
傾
向
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
休
日
・
夜
間
の
救
急
患
者
数
は

増
加
し
て
い
ま
す
。

（
概
算
事
業
費
：
１
９
０
万
円
）

３
．
婦
人
科
外
来
診
療
体
制

　

平
成
17
年
4
月
以
降
、
市
内
で
は

出
産
医
療
体
制
が
確
保
で
き
て
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
庄
原
赤
十
字
病
院

で
は
大
学
病
院
や
市
立
三
次
中
央
病

院
、
Ｏ
Ｂ
医
師
の
派
遣
協
力
に
よ
っ

て
婦
人
科
外
来
診
療
を
週
3
日
実
施

し
て
い
ま
す
。
今
後
も
維
持
・
継
続

し
て
い
く
た
め
、
本
年
度
か
ら
派
遣

医
師
の
人
件
費
相
当
額
の
一
部
を
財

政
支
援
し
て
い
ま
す
。

（
概
算
事
業
費
：
１
、０
０
０
万
円
）

４
．
へ
き
地
医
療
体
制

　

へ
き
地
医
療
確
保
の
た
め
、
公
設

民
営
の
口
和
診
療
所
・
高
野
診
療
所
、

直
営
の
総
領
診
療
所
を
設
置
運
営
す

る
と
と
も
に
、
医
師
の
先
進
医
療
研

修
な
ど
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
支
援

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
歯
科
診
療
所

に
つ
い
て
も
、
公
設
民
営
の
口
和
歯

科
診
療
所
・
高
野
歯
科
診
療
所
、
直

営
の
総
領
歯
科
診
療
所
を
設
置
運
営

し
て
い
ま
す
。

（
概
算
事
業
費
：
1
億
３
、５
４
０
万
円
）

　

本
年
度
、
高
野
診
療
所
の
診
療
機

器
（
レ
ン
ト
ゲ
ン
装
置
な
ど
）
の
整

備
を
行
い
、
医
療
環
境
の
充
実
と
へ

き
地
で
診
療
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
い

て
い
る
医
師
の
定
着
に
努
め
て
い
ま

す
。

（
概
算
事
業
費
：
１
、８
７
０
万
円
）

４
．
そ
の
他

　

庄
原
赤
十
字
病
院
が
平
成
6
年
に

病
棟
の
増
改
築
し
た
資
金
の
一
部
を

毎
年
約
５
千
万
円
助
成
し
て
お
り
、

庄
原
市
の
中
核
病
院
と
し
て
地
域
医

療
の
中
心
を
担
っ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
ま
た
、
医
師
お
よ
び
看
護
師

の
確
保
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
国
や
県
に
対
し
て
、
産
科
医
師

の
確
保
や
院
内
助
産
所
の
整
備
を
は

じ
め
、
地
域
医
療
の
維
持
・
充
実
に

つ
い
て
強
く
要
望
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
４
月
か
ら
は
乳
幼
児
等

医
療
費
助
成
の
受
給
対
象
者
を
小
学

３
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で
拡
大
し
、

疾
病
の
早
期
発
見
と
経
済
的
負
担
の

軽
減
に
向
け
制
度
を
充
実
し
ま
す
。

庄
原
市
の
地
域
医
療
対
策

地域医療の中心を担う庄原赤十字病院
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